
経済産業省における熱中症対策の取組について
 エアコンの設置・修理は、例年、6-8⽉に集中している。原因は、この時期にエアコンを初めて作動すること
で故障等に気づくことによる（「暑くなってきたので、動かしてみたら調⼦が悪い」ということ）。その結果、例
年、この時期（6-8⽉）にエアコンの設置・修理の待ち時間が発⽣。

 このため、熱中症対策として、4〜6⽉の早期点検を促す広報を実施。
 具体的には、経産省SNSでの発信に加え、業界団体・企業に広報協⼒を依頼。環境省と連携しポスターを
作成し、電気店等で掲⽰するほか、業界団体でのチラシ作成やメーカーの早期点検サイトの周知を実施。

 ものづくり補助⾦によるウェアラブル型の熱中症予防デバイス等の開発⽀援や、省エネ・⾮化⽯転換補助⾦に
よる⾼効率空調機の更新⽀援、断熱等を含む省エネ型建築物に対する導⼊・改修⽀援等を通じて、熱中
症対策にも資する取組などを実施。

 ⽯油関連製品等が不⾜する場合には、直ちに⽣産を抑制することなく、経済産業省⼜は関係事業者への相
談を促している。

＜業界団体のチラシ＞＜経産省・環境省のポスター＞

「燃料油等の供給に関する情報提供」の受付
フォーム

「⽯油由来の化学品・製品等の供給に関する
情報提供」の受付フォーム
https://mm-enquete-
cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-
kaikei02/petrochemical01

燃料油・⽯油製品の情報提供窓⼝（経産省）

https://mm-enquete-
cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-
kaikei02/gasoline01


